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主権者教育だよりへの情報掲載について
主権者教育だよりでは、主権者教育や選挙啓発に関する総務省や各選管などの取

組みを広く情報発信しています。
自分たちの取組みやイベントを紹介してほしいという希望にも可能な限りお応え
しますので、ぜひご連絡ください。なお、配信は毎月月末を予定しています。

【問合せ先】総務省自治行政局選挙部管理課選挙啓発係 仁木･寺田･馬場
Tel：03-5253-5574 Mail：senkyo.kanri@soumu.go.jp

令和４年度主権者教育実施状況調査を公表

【令和5年６月】

～文部科学省からのお知らせ～
「私たちが拓く日本の未来」を発送します

副教材｢私たちが拓く日本の未来｣を順次発送しています。
本書は、選挙権年齢等の満18歳以上への引下げに対応し、学校現場における

政治や選挙等に関する学習の内容の一層の充実を図るため、総務省と文部科学省
で連携して作成しているものです。
また、教師用指導資料について、昨年度より高等学校学習指導

要領（平成30年告示）が実施になったことに伴い、見直しを行っ
た上でHPに掲載しておりますので適宜ご活用ください。
教育現場を中心に、本書が積極的に活用されることを期待して

います。主権者教育のご担当者様におかれましても、出前授業等
にぜひご活用ください。

【参考URL】 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/01.html

～総務省からのお知らせ～

文部科学省では、令和４年度主権者教育実施状況調査を実施し、その結果を令和５年５月19日に公
表しました。本調査は高等学校等を対象として、主権者教育の実施状況や実施内容、主権者教育に関
する課題等を尋ねたものです。

（単位：％）

高校１年生（高等学校学習指導要領（平成30年告示）が適用された最初の世代）に対する指導の状
況について、主権者教育を「実施している」学校は67.7％でした。このうち、高等学校学習指導要領
で新たに設けられた必履修科目「公共」を１年次に実施している学校群に限ってみると、「実施して
いる」学校は85.0％でした。また、主権者教育を実施した学校が主権者教育の実施にあたって連携し
た関係機関は下の図のとおりでした。
このほか、主権者教育に関する課題について学校や教育委員会に尋ねたところ、「社会を生き抜く

力や、地域課題の解決のための力を身に付けさせることが主権者教育であるということを根付かせる
必要がある。」「実践的な活動を行いたいが、時間の確保が難しい」「現実の題材を扱うことと政治
的中立性の確保の両立が難しい」などの回答がありました。

【調査結果の概要】

主権者教育の更なる推進に当たり、学校において実践的な学習活動が行われることは重要です。選
挙管理委員会におかれては、主権者教育に関する課題や働き方改革の進む学校の負担感にも留意しつ
つ、引き続き、学校の学習活動に対するご支援をお願いします。
また、調査において学校からは、「学校が指定する時間帯に校内に移動期日前投票所を設置すること
は有効であった」旨の意見が聞かれました。このような選挙に対する関心を高める工夫についてもご
配慮をお願いします。
【参考URL】https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shukensha/1388336.htm

【主権者教育の更なる推進】

※詳細はＱＲコードからご参照ください。

▲図:主権者教育の実施にあたり連携した関係機関

～主権者教育アドバイザー紹介～

～明るい選挙推進協会からのお知らせ～

地域の明推協委員や選管職員、地域活動に関心のある方などを対象とした地域コミュニティフォー

ラム、高校生以上の若者を対象とした若者リーダーフォーラムを、全国７ブロックで毎年度開催して

います。

本年度はコロナ禍以前に実施していたグループワークを復活させ、和気あいあいながらも実りのあ
る内容とするべく、鋭意、準備等しており、７月から年内にかけて開催する予定です。参加者は都道
府県選管を通じて募集いたしますので、ご都合等よろしければぜひご参加ください。
【問合せ先】（公財）明るい選挙推進協会Tel：03-6380-9891

主権者教育アドバイザー 小島勇人
（一般社団法人 選挙制度実務研究会 代表理事）

令和5年5月26日（金）に静岡県各市選挙管理委員会連合総会にて講演しました！

総会の講演では、明るい選挙推進運動の基本ないし常時啓発としての主権者教
育の方向性などについて改めて再認識していただくため、選挙啓発のバイブルと
もいわれる平成23年の「常時啓発事業のあり方等研究会の最終報告書」にスポッ
トを当て、選挙啓発を主導的に推進する役割を担う選挙管理委員の皆さんにご説
明し、理解を深めていただきました。
取り分け、現在もこれからも①社会参加の促進、②政治的リテラシーの２つの

キーワードの下で、大きく「若者の政治意識の向上」
「子どもたちの意識の醸成」「地域の明るい選挙推
進協議会の活性化」の三つの柱を中心に新たな
ステージ「主権者教育」へ向かうべく、発達段階に
応じた取り組みの重要性を訴えました。
最後に、各年の実情に沿った取り組みを見出し継

続してほしい旨を、申し上げ締め括りました。

「フォーラム（研修会）がはじまります！」
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
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